
～大地と湖の恵みを、未来へつなぐ～  

本計画は、（一社）地域循環共生社会連携協会から交付された環境省補助事業であ
る令和６年度（補正予算）二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（地域脱炭素実現
に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業）により作成された。 
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第１章 本計画の基本的事項 

１．本計画の趣旨  

東北町地球温暖化対策実行計画（区域施策編）（以下、本計画）は、東北町における温室

効果ガス排出量を把握し、排出量の削減目標を定め、町民・事業者・町が一体となって目標

達成に向かって取組を実施することを目的とします。 

本計画は 「地球温暖化対策の推進に関する法律 （地球温暖化対策推進法）」の第 21 条に基

づく「地方公共団体実行計画（区域施策編）」として、また「気候変動適応法」の第 12 条に

基づく「気候変動適応計画」として策定するものです。 

 

２．本計画の対象地域 

本計画の対象地域は、東北町全域とします。 

 

３．本計画の期間 

本計画の計画期間は、2026（令和 8 年）度から 2035（令和 17）年度までの 10 年間とし、

取組状況や排出量の実績、国内・国際動向に応じて見直し、改定を行います。 

 

４．対象とする温室効果ガスの種類 

地球温暖化対策推進法において、地球温暖化を引き起こす温室効果ガスとして規定され

ているガスは、二酸化炭素（CO2）、メタン（CH4）、一酸化二窒素（N2O）、ハイドロフルオ

ロカーボン類（HFCs）、パーフルオロカーボン類（PFCs）、六フッ化硫黄（SF6）、三フッ化

窒素（NF3）の計 7 種類です。そのうち、CO2 が排出量の大部分を占めており、町民の生活

や幅広い分野・業種における経済活動から大量に排出されています。 
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一方、CO2 以外の温室効果ガスは、温暖化させる強さを表す温暖化係数1 は高いものの、

CO2 と比べて排出量が少なく、排出源が特定の分野や業種に偏っています。 

このように、それぞれに特徴があることから、環境省の「地方公共団体実行計画（区域施

策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）」において、区域施策編を策定する中核市未満

の自治体では、推計の算定対象とする部門・分野を選択する必要があるとされています。 

以上を踏まえ、本計画では対象とする温室効果ガスを CO2 のみとします。 

 

表 1 温室効果ガスの種類と排出源、温暖化係数 

 

 

 
1 温暖化係数：二酸化炭素を基準とし、その気体にどのくらい温暖化する能力があるかを示

した値です。 

温暖化係数排出源温室効果ガスの種類

1
燃料の使用
他人から供給された電気・熱の使用
廃棄物の原燃料使用等

エネルギー
起源二酸化炭素

（CO2）

1
工業プロセス
廃棄物の焼却処分

非エネルギー
起源

25

燃料の燃焼
燃料からの漏出
工業プロセス
耕作・畜産
農業廃棄物の焼却処分
家畜の飼養及び排せつ物管理
廃棄物の原料使用等・焼却・埋立処
分

メタン（CH4）

298

燃料の燃焼
燃料からの漏出
工業プロセス
耕地における肥料の施用
家畜の排せつ物管理
農業廃棄物の焼却処分
廃棄物の焼却処分・原料使用等

一酸化二窒素（N2O）

12
～14,800

マグネシウム合金の鋳造
冷凍空気調和機器
噴霧器及び半導体素子等の製造

ハイドロフルオロ
カーボン類（HFCs）

代替フロン
等4ガス

7,390
～17,340

半導体素子等の製造
整流器の廃棄

パーフルオロカーボ
ン類
（PFCs）

22,800
マグネシウム合金の鋳造
電気機械器具等の製造や使用、廃棄
粒子加速器の使用

六フッ化硫黄
（SF6）

17,200半導体素子等の製造
三フッ化窒素
（NF3）
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出典：温室効果ガスインベントリオフィス／全国地球温暖化防止活動推進センターウェブサイト 

（URL：https://www.jccca.org/download/65447） 

図 1 日本における温室効果ガス排出量の割合（ガス別） 
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５．区域施策編について 

（１）概要 

区域施策編は、地球温暖化対策計画に即し、その区域内の地域特性に応じた温暖化対策

を推進するための計画です。計画期間に達成すべき目標を設定し、その目標を達成するた

めに実施する措置の内容を定めます。 

2022（令和 4）年 4 月に施行された改正では、区域施策編に施策の実施に関する目標が

追加され、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業（地域脱炭素化促進事業）に

係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針等を定めるよう努めることとされました。 

さらに、地域脱炭素化促進事業については、2025 （令和 7）年４月から新たに再エネの促

進区域等に関して、都道府県および市町村が共同して定めることができることとしました。 

また、同法では区域施策編を定める場合には、 「地域の環境の保全のための取組」や「地

域の経済および社会の持続的発展に資する取組」となるよう努めることが求められていま

す。 

 

（２）全国の自治体の策定状況 

都道府県、指定都市・中核市・施行時特例市は、区域施策編を策定することが義務付け

られており、2024 （令和 6）年 10 月時点で策定率はいずれも 100％になっています。また、

努力義務とされているその他市区町村についても 48.2％で策定されており、今後も増加す

ることが見込まれています。 

 

表 2 地方公共団体実行計画策定状況（2024（令和 6）年 10 月時点） 

 

環境省「令和 6 年度 地方公共団体における地球温暖化対策の推進に関する法律施行状況調査 調査報告書」より抜粋 

 

  

策定率策定団体数団体区分

100%47都道府県

100%20指定都市

100%62中核市

100%23施行時特例市

48.2%789その他市区町村

52.6%941都道府県・市区町村合計
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第２章 本計画策定の背景 

１．地球温暖化の現状 

近年、夏の猛暑、猛烈な大雨・台風が頻発していますが、地球温暖化が原因とされてい

ます。国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が 2023 （令和 5）年に公表した「IPCC

第 6 次統合報告書」では、人間活動が地球温暖化を引き起こしていることに疑う余地がな

いことや、このまま温室効果ガスを排出し続けると地球温暖化がさらに進行し、その悪影

響や損害がより大きくなっていくことが指摘されています。青森県内でも、猛暑日や熱帯

夜の増加、豪雨頻度の増加などの形でその影響が顕在化しつつあり、今後さらに強まって

いくことが予想されています。 

 

 
出典：青森県気候変動適応取組方針より抜粋 

図 2 真夏日日数の推移（青森市） 

 

 

出典：青森県気候変動適応取組方針より抜粋 

図 3 日降水量 100mm 以上の年間発生回数の推移（青森県） 
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 東北町は農林水産業が盛んな町であるため、猛暑や暖冬、豪雨の増加などの気候変動によ

る影響は、ナガイモを始めとした農作物の品質低下や、水産物の漁獲量減少、寄生虫被害

の増加など、農林水産業に大きな被害を与える可能性があります。 

 

２．脱炭素を巡る国際的な動向 

国際社会では気候変動の原因となる温室効果ガスの排出量を削減するため、各国が情報

共有や必要な対策を講じるための枠組みが 1990 年代から徐々に整えられてきました。2015

（平成 27）年にフランス・パリで開催された国連気候変動枠組条約（UNFCCC）2の第 21 回

締約国会議（Conference of the Parties, COP）では、先進国や発展途上国の垣根を越え、法

的な拘束力のある国際的な合意文書として「パリ協定」が採択され、その流れが加速して

います。 

脱炭素の動きは政府だけでなく、金融や経済界にも広がっています。国際金融機関や機

関投資家が進めている「ESG 投資」では、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナン

ス（Governance）の視点から企業を評価し、気候変動対策を進める企業への資金供給を強

化しています。また、金融安定理事会（FSB）により設置された気候関連財務情報開示タス

クフォース（TCFD）のガイドラインに沿って、自社の財務に影響のある気候関連情報を開

示する企業も年々増加しています。大企業や多国籍企業では、事業活動で消費するエネル

ギーを 100％再エネで調達することを目標とした 「RE100」のような国際的なイニシアチブ

に参加し、自社のサプライチェーン全体で脱炭素を進めているケースもあります。 

  

 
2 国連気候変動枠組条約（UNFCCC） ：大気中の温室効果ガス（二酸化炭素、メタンなど）の

濃度を安定化させることを究極の目的として 1992（平成 4）年 5 月にブラジル・リオデジ

ャネイロで開催された 「国連環境開発会議 （地球サミット）」で採択された国際的な気候変

動対策の条約です。この条約に基づき、1995 （平成 7）年からほぼ毎年国連気候変動枠組条

約締約国会議（COP）が開催されています。 
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３．脱炭素を巡る国内の動向 

（１）日本の削減目標 

国際的な脱炭素の流れを受け、日本政府は 2020（令和 2）年 10 月に 2050 年カーボンニ

ュートラル宣言を行いました。2021（令和 3）年 4 月には地球温暖化対策推進本部におい

て、中間目標として 2030（令和 12）年度の温室効果ガスの排出量を 2013（平成 25）年度

比 46％削減することが公表されたほか、その後の COP での議論を踏まえ、2025（令和 7）

年 2 月には 2035（令和 17）年度に 2013（平成 25）年度比で 60％、2040（令和 22）年度に

同年度比 73％削減する目標が示されました。 

 

（２）グリーントランスフォーメーション（GX） 

グリーントランスフォーメーション（Green Transformation、以下 GX といいます）は、

環境と経済の好循環を実現するため、温室効果ガスの排出削減と同時に経済成長と産業競

争力の強化を目指す取り組みです。単なる環境政策ではなく、2050 年のカーボンニュート

ラル達成に向け、エネルギー、産業、交通、都市開発などあらゆる分野での構造的転換を

目指すものです。 

2023 （令和 5）年に取りまとめられた 「GX 実現に向けた基本方針」では、省エネの推進

や再エネの主電源化、原子力の活用、GX 経済移行債の創設などにより、今後 10 年間で 150

兆円規模の官民投資が見込まれています。また、脱炭素と経済成長の両立を目指す企業・

政府・アカデミアが連携して形成する官民の枠組みとして、排出量取引（GX-ETS）や市場

ルール形成ワーキンググループ、スタートアップ連携等を行う「GX リーグ」が 2023（令

和 5）年に創設されました。2025 （令和 7）年現在で、すでに日本の温室効果ガス排出量の

5 割以上を占める企業が参画しています。 

このほか、2025 年には「GX2040 ビジョン」が示されました。GX に向けた投資の予見性

を高めるための長期的な方向性として、また、現実的かつ雇用に配慮した公正な移行を進

めつつアジアを中心とし世界の脱炭素に貢献するため、官民一体となった取り組みが進め

られています。 
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表 3 脱炭素を巡る近年の動向① 

 

 

  

日本の主な動向世界の主な動向年

–
世界気象機関（WMO）の主催による第1回
世界気候会議の開催

1979年

–
WMOと国際連合環境計画（UNEP）によ
る気候変動に関する政府間パネル
（IPCC）の設立

1988年

地球温暖化対策防止行動計画の策定IPCC第1次評価報告書の公表1990年

–

環境と開発に関する国際連合会議（地球
サミット）において気候変動に関する国
際連合枠組条約（UNFCCC）が採択（1994
年発効）

1992年

–
UNFCCCの第1回締約国会議（COP1）の開
催
IPCC第2次評価報告書の公表

1995年

–
COP3で先進国に温室効果ガス削減義務を
課す最初の国際協定「京都議定書」が採
択（2005年発効）

1997年

地球温暖化対策推進法（温対法）の制定–1998年

地球温暖化対策に関する基本方針を策定–1999年

–
COP7で「マラケシュ合意」の採択
IPCC第3次評価報告書の公表

2001年

京都議定書目標達成計画の策定-2005年

大規模事業者向けの温室効果ガス算定・
報告・公表制度を開始

–2006年

–IPCC第4次評価報告書の発表2007年

2050年までの長期目標として温室効果ガ
ス排出量を現状から60～80％削減目標を
表明

-2008年

日本の中期目標として2020年までに1990年
比25％削減を表明

COP15で「コペンハーゲン合意」が採択2009年

–COP16で「カンクン合意」が採択2010年

東日本大震災及び福島第一原子力発電所
事故の発生

–2011年

再生可能エネルギーの固定価格買取制度
（FIT）の導入開始

–2012年
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表 4 脱炭素を巡る近年の動向② 

 

 

  

日本の主な動向世界の主な動向年

–

COP21で「パリ協定」が採択（2016年発
効）
国連サミットで持続可能な開発のための
2030アジェンダを採択

2015年

地球温暖化対策計画の策定-2016年

気候変動適応法の施行
気候変動適応計画の策定

IPCC1.5℃特別報告書の公表2018年

–

英国が主要国で初めて2050年までの温室
効果ガス正味ゼロを義務付ける「ネット
ゼロ法」を制定
EUは2050年までに気候中立を達成する長
期目標と2030年までに1990年比少なくと
も55％削減する目標（欧州グリーン
ディール）を公表

2019年

2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼ
ロとする「2050年カーボンニュートラ
ル」を宣言

–2020年

新たな地球温暖化対策計画の策定。2030
年度の温室効果ガス削減目標を2013年度
比46％（努力目標50％）に引き上げると
表明

COP26の「グラスゴー気候合意」で初め
て「非対策の石炭火力の段階的削減」が
盛り込まれた。

2021年

–

COP27で「シャルム・エル・シェイク実
施計画」と「緩和作業計画」、気候災害
に苦しむ途上国を支援する「損失と損害
基金」の創設・運用に合意

2022年

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の
推進に関する法律（GX推進法）の成立

COP28でグローバル・ストックテイク
（GST）に関する決定に合意

2023年

–

COP29で先進国が途上国向けの新しい気
候資金目標として2035年までに年間3,000
億ドル以上の資金を動員する新集団定量
目標（New Collective Quantified Goal）を
採択

2024年

新たな地球温暖化対策計画の策定。2035
年度までに温室効果ガスを2013年度比
60％削減、2040年度までに同73％削減を
表明。
GX2040ビジョンの策定。

COP30の開催2025年
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４．脱炭素を巡る青森県内の動向 

（１）青森県内の「2050 年ゼロカーボンシティ宣言」 

国や世界の方針を受け、2050 （令和 32 年）年までに二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組

むことを表明する地方公共団体が増えています（2050 年ゼロカーボンシティ宣言）。2025

（令和 7）年 6 月 30 日時点で、1182 自治体（46 都道府県、655 市、22 特別区、398 町、61

村）が表明しており、青森県内でも 19 市町村がゼロカーボンシティ宣言を行っています。 

 

 

図 4 青森県内の「ゼロカーボンシティ宣言」を行った自治体 

（2025（令和 7）年 6 月 30 日時点） 
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（２）青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例 

青森県では 2023（令和 5）年 9 月に「青森県自然環境と再生可能エネルギーとの共生構

想」を策定し、この構想に基づいて「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に

関する条例（以下「共生条例」といいます）」が策定されました。特に風力発電のポテンシ

ャルが高い青森県では、風力発電所の開発が進められてきました。しかし、導入が急速に

進むにつれて、景観の変化、希少な動植物への影響、地元住民との合意形成の不備などが

全国各地で課題となりつつある中で、青森県においてもこうした負の側面に対処しながら、

地域と自然環境と調和した再エネの導入を目指すものです。 

本条例ではあらかじめ県内を保護地域、保全地域、調整地域の３地域に区分し、それぞ

れの区分に設備容量単位で再生可能エネルギー共生税を課税します。市町村の申し出に基

づき、調整地域または保全地域において地域との共生を図ることができると知事が認めた

区域（共生区域）に指定された場合には、再生可能エネルギー共生税は非課税となり、さ

らに意見交換会や説明会など合意形成プロセスの一部を省略することができるようにな

ります。対象となる事業は、海域や建造物に設置されるものを除く 2,000kW 以上の太陽光

発電施設、500kW 以上の風力発電施設です。 

 

 

出典：青森県「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生に関する条例の概要について」 

図 5 共生条例の考え方 
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（３）あおもりリビングスタイルガイドライン 

青森県では、積雪寒冷地であるという地域特性により冬期の暖房などのエネルギー消費

量が多いことを踏まえ、2011 （平成 23）年に 「雪と寒さに強い青森型省エネ住宅ガイドラ

イン」が策定され、現在のライフスタイルを維持しながら家庭からの二酸化炭素排出量の

削減を目指してきました。 

さらに、2050 年カーボンニュートラルや大規模地震に備えることを目的とし、2025 （令

和 7）年に「あおもりリビングスタイルガイドライン」が策定されました。本ガイドライ

ンでは、国が目指す ZEH （後述）の水準を上回る断熱性能等を有する住宅の普及を目指す

「あおもり GX 住宅スタイル」が提案されています。また、住宅の設計・施工に関わるビ

ルダーやサポーター企業・教育機関を募集・登録や公表しています。 

 

  

出典：青森県「あおもりリビングスタイルガイドライン」 

図 6 あおもりリビングスタイルガイドライン（リーフレット版） 
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５．脱炭素の手段・技術 

（１）徹底した省エネルギー 

脱炭素の手段として最も基本的かつ即効性があるのは省エネの取組です。エネルギーの

無駄遣いを減らして温室効果ガス排出量が削減するだけでなく、日々の光熱費の負担を軽

減することもできることから、家庭や資金力の乏しい中小企業でも気軽に取り組むことが

できます。 

具体的な手段として、住宅の場合は LED 照明の利用、窓・外壁の断熱改修、高効率給湯

器（ヒートポンプ給湯器）の導入、高効率空調機器の導入などがあげられます。企業の場

合はビル・エネルギー管理システム（BEMS）や工場エネルギー管理システム（FEMS）の

導入によるエネルギー利用の最適化などもあげられ、具体的な改善項目を提案する「省エ

ネ診断」も行われています。 

 

（２）家や建物で使用するエネルギーを減らす・創る 

ZEH（ゼッチ）とは「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス」の略称で、年間のエネルギ

ー消費量を実質ゼロにする住宅のことを指します。冷暖房や給湯、家電などで使用するエ

ネルギーの消費量を、住宅の断熱性能の向上や前述したような高効率な省エネ設備の導入

によって極力削減し、さらに太陽光発電などで創ったエネルギーで残りの消費分を賄いま

す。 

初期コストはかかりますが、中長期的には光熱費が削減されることや、災害時にもエネ

ルギーを利用することができるなど、温室効果ガス排出量を削減するだけでなく、住民の

生活にもメリットがあります。住宅の性能によって 「ZEH」 「Nearly ZEH」「ZEH Oriented」

「ZEH+」「Nearly ZEH+」の 5 種類に分類されます。国では 2030（令和 12）年までの ZEH

基準標準化を目指しており、導入に関する補助金なども用意されています。また、2025 （令

和 7）年には ZEH よりも高い断熱性能や高度エネルギーマネジメントシステム（HEMS）

を導入した住宅として「GX 志向型住宅」が新設されています。 

ビルや工場などの非住宅建築物にも同様に、エネルギー消費量を極力減らした上で一部

のエネルギーを太陽光発電などの再エネで賄う ZEB （ゼブ、ネット・ゼロ・エネルギービ

ル）があり、建物の性能に応じて「ZEB」「Nearly ZEB」「ZEB Ready」「ZEB Oriented」の

4 種類に分類されます。ZEB 化にも国の支援事業が展開されています。 
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図 7 ZEH・GX 志向型住宅の考え方 

 

 

（３）地中や温泉、ごみ焼却の熱を活用 

家庭や事務所において使用されるエネルギーのうち、冷房、暖房や給湯など熱として消

費される割合が約半数を占めます。特に寒冷地では冬の暖房に係るエネルギーが大きく、

熱を有効活用することが重要になります。 

地中熱利用は、マグマ由来の熱を利用する地熱発電とは異なり、地下 10〜100 メートル

程度に存在する温度の安定した地盤の熱を利用するものです。地上の温度は年間で 40℃近

く変動しますが、地下約 10m 以深の温度は年間を通してほぼ一定であることから、夏には

冷房として、冬には暖房として利用することができます。地中熱を利用する際には、地下

数十 m 程度の井戸で熱交換を行い、ヒートポンプを用いて熱を移動させます。 

温泉熱利用は温泉の熱を利用するものです。源泉の温度にもよりますが、暖房や給湯、

融雪などで利用されています。また導入事例によっては熱交換器とヒートポンプを複数組

み合わせることで、効率的かつ多用途に利用している場合もあります。 

いずれも設備導入に係るコストが高いことが難点ではありますが、導入することで暖房

や給湯で消費する省エネ効果を得ることができます。 

省
エ
ネ
性
能 

省エネ基準に満たない住宅 

省エネ基準 

ZEH 
• 断熱等性能等級「5以上」 
• 再生可能エネルギーを除く一次エネルギー消費量の

削減率「20％以上」 
• 再生可能エネルギーを含む一次エネルギー消費量の

削減率「100％以上」 

GX志向型住宅 
 

• 断熱等性能等級「6以上」 
• 再生可能エネルギーを除いた一次エネ

ルギー消費量の削減率「35％以上」 
• 再生可能エネルギーを含む一次エネル

ギー消費量の削減率「100％以上」 
• 高度エネルギーマネジメント

（HEMS）の導入 
 

遅くとも2030年までに 
新築で適合義務化の見通し 

2025年4月から 
新築で適合義務化 
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図 8 エネルギー消費割合（用途別, 家庭部門, 2023（令和 5）年度） 

 

 

図 9 エネルギー消費割合（用途別, その他業務部門, 2022（令和 4）年度） 
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（４）農業分野の脱炭素 

農業分野でも温室効果ガスが排出されています。トラクターなどの農業機械やハウス栽

培で消費される化石燃料に由来する二酸化炭素のほかにも、水田や家畜の消化管内発酵に

由来するメタンガス、土壌や家畜排せつ物管理に由来する一酸化二窒素が排出されており、

例年、日本全体の温室効果ガス排出量のうち 4％程度、世界全体の 10％以上を占めていま

す。 

このような状況を踏まえ、農業分野においても温室効果ガス排出量排出の取組が進めら

れています。水田では中干期間の延長によるメタン排出量の削減、窒素肥料の使用量抑制

による一酸化二窒素の排出削減、牛の飼料の改良によるメタン・一酸化二窒素の排出削減

などがあげられ、徐々に広がりつつあります。また、バイオ炭3を農地施用することで土壌

改良すると共に、バイオマス資源が吸収した二酸化炭素を土壌に貯留させる取り組みも進

められています。 

 

  

 
3  バイオ炭：燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマスを加

熱して作られる固形物のことです。 
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第３章 東北町の現況 

１．東北町の特性  

（１）位置・地形 

本町は旧上北町と旧東北町が 2005 （平成 17）年に合併して誕生しました。青森県の東部

に位置し、東は三沢市、南は六戸町および十和田市、西は七戸町および平内町、北は野辺

地町および六ヶ所村と接しています。 

丘陵地や台地が大半を占め、東部には青森県内最大で全国 11 番目の面積を有する小川

原湖があります。 

本町の総面積は 32,650 ha で、そのうち林野面積が 13,656ha、耕地面積が 8,000ha を占め

ています。 

 

 

図 10 東北町の位置 
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（２）気候 

東北町内に気象庁の観測所が存在しないため、南に隣接する十和田市にあるアメダスの

気象データについて記載します。 

本町は太平洋側気候と日本海側気候の境目付近に位置します。東北地方南部に位置する

仙台市と比較すると、平均気温は 2～4℃ほど低く、降水量はやや少ないことが分かります。

また、降雪量が仙台市の数倍あり、冬季の日照時間が 20 時間程度短くなっています。 

本町は全国的にみると積雪の多い地域ですが、東北地区が特別豪雪地帯、上北地区が豪

雪地帯に指定されていることや、青森県建築基準法施行細則（抄）で定められている垂直

積雪量の値には 40cm の差があることから、東北地区の方が、積雪量が多いと推定されま

す。 

 

 

出典：気象庁「過去の気象データ（1991-2020）」より作成 

図 11 東北町の月平均降水量および月平均気温 
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出典：気象庁「過去の気象データ（1991-2020）」より作成 

図 12 東北町の月平均降雪量および月平均日照時間 

 

 

 

出典：青森県建築基準法施行細則（抄）より抜粋 

図 13 東北町内の積雪量の比較 
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（３）人口動向 

東北町の人口は 1970 （昭和 45）年から一貫して減少、また少子高齢化の傾向が続いてい

ます。2050 （令和 32）年までの推計においても同様の傾向が続く見込みで、2050 （令和 32）

年には 2020（令和 2）年の 55％程度になるとされています。 

 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和 5 年推計）」 

図 14 東北町の年齢 3 区分別人口推計と人口割合 
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東北町の就業人口のうち、第 1 次産業、第 2 次産業、第 3 次産業に従事している人の割

合はそれぞれ 23.8％、22.5％、52.5％で、全国では 3.4％、23.0％、70.6％であるため、全国

と比べて第 1 次産業従事者の割合が非常に高いことが分かります。 

 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和 5 年推計）」 

図 15 全国と東北町の就業人口  
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（４）産業・所得循環 

本町では、全国有数の生産量を誇るナガイモやニンニクをはじめとする根菜類を中心

とした野菜や水稲の生産、畜産、小川原湖におけるシジミ貝やシラウオ、ワカサギ、モ

クズガニなどの水産業が行われています。 

産業別修正特化係数4では農業および水産業、産業別生産額では農業の数値が高く、東

北町の得意な産業と言えます。

また、地域経済循環分析5ではエネルギー代金の地域外への流出は約 15 億円であること

がわかります。 

東北町の町内総生産は、約 480 億円で推移しています。 

 

 

出典：環境省・株式会社価値総合研究所「東北町の地域経済循環分析（2020 年試行版）Ver7.0」より抜粋 

図 16 東北町の産業別修正特化係数 

 
4 産業別修正特化係数：地域の産業別の生産額のシェアと全国の産業別の生産額のシェア

を比較し、貿易を考慮した係数です。この値が高い産業ほど当該地域で得意・比較優位

な産業と言えます。 
5 地域経済循環分析：地域のお金（所得）の流れを生産、分配、支出(消費、投資等)の三面

から「見える化」し、地域経済の全体像や、所得の流出入（お金を稼ぐ力・流出額）、地

域内の産業間取引（循環構造）を把握するための分析方法です。 
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出典：環境省・株式会社価値総合研究所「東北町の地域経済循環分析（2020 年試行版）Ver7.0」より抜粋 

図 17 東北町の産業別生産額 

 

 

出典：環境省・株式会社価値総合研究所「東北町の地域経済循環分析（2020 年試行版）Ver7.0」より抜粋 

図 18 東北町の所得循環構造 

 



東北町地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

24 

 

 

 

出典：青森県「令和４年度(2022年度)市町村民経済計算」 

図 19 東北町の町内総生産の推移 
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２．東北町のエネルギー特性 

（１）石油・電気の使用状況 

アンケート調査からは回答者のうち 2 人以上の世帯における年間の電気代、灯油代、LP

ガス代の平均額はそれぞれ 25.32 万円、12.86 万円、4.70 万円で、光熱費全体の平均額は 36.84

万円になりました。総務省の家計調査によると、2024 年の青森市の 2 人以上の世帯におけ

る年間の電気代、灯油代、ガス代はそれぞれ 15.57 万円、9.34 万円、3.38 万円で、その他の

光熱費も合わせた光熱費全体で 28.33 万円となっています（詳細は資料 2 脱炭素に関する

アンケート調査を参照）。 

本アンケート調査とは調査方法が異なるため単純な比較は困難であるものの、東北町の

方が青森市と比べて光熱費全般の負担感が強いと思われます。この要因としては、世帯当

たり人数（東北町：2.21 人、青森市 ：1.93 人）、１住宅当たり住居室数 （東北町 6.39 室、青

森市 ：4.72 室）、1 住宅当たりの延べ床面積 （東北町 ：161.09m2、青森市 ：113.04m2）の差が

考えられます。 

 

（２）再生可能エネルギーポテンシャル 

東北町の再エネ（電気）の導入ポテンシャルは、設備容量で 2,762MW、発電量で 

4,042GWh/年となっています。内訳は設備容量で、太陽光（建物系）が 168MW （6.1％）、太

陽光（土地系）が 2,079MW（75.3％）、陸上風力が 515MW（18.6％）、中小水力発電が 0MW

（0％）、地熱発電が 0MW（0％）となっています。また発電量では、太陽光（建物系）が

204GWh/年（5.0％）、太陽光（土地系）が 2,515GWh/年（62.2％）、陸上風力が 1,323GWh/年

（32.7％）、中小水力発電が 21.0GWh/年（0％）、地熱発電が 0 GWh/年 （0％）となっていま

す。 

再エネ導入ポテンシャルのすべてを開発できませんが、2023 年における東北町の電力使

用量は約 83GWh/年のため、このポテンシャルはその約 49 倍です。 

また再エネ （熱）のポテンシャルは太陽熱 171TJ/年（13.3％）、地中熱 1,113TJ/年（86.7％）

です。このほか、町内に多数の源泉を有するため温泉熱のポテンシャルもあります。 
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出典：環境省「自治体排出量カルテ（令和 7 年３月）」より作成 

図 20 東北町の再エネ（電気）のポテンシャル（設備容量） 

 

 

出典：環境省「自治体排出量カルテ（令和 7 年３月）」より作成 

図 21 東北町の再エネ（電気）のポテンシャル（発電量） 
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出典：環境省「自治体排出量カルテ（令和 7 年３月）」より作成 

図 22 東北町の再エネ（熱）のポテンシャル 

 

 

東北町内の太陽光ポテンシャル、風力ポテンシャルをそれぞれ地図上に表示したものが

以下の 3 図になります。 

太陽光ポテンシャル（建物系）は市街地が形成されている本庁舎および分庁舎周辺に多

く、太陽光ポテンシャル（土地系）は山地を除き、町内に広く分布しています。 

風力ポテンシャルは北部山地および夏泊半島に続く山脈付近に多くなっています。 

 

171TJ

太陽熱

13%

1,113TJ

地中熱

87%

東北町の

再生可能エネルギー

ポテンシャル(熱)

計1,284TJ/年



東北町地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

28 

 

 

出典：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）」のデータを使用して作成 

図 23 太陽光ポテンシャル（建物系）のマップ 
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出典：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）」のデータを使用して作成 

図 24 太陽光ポテンシャル（土地系）のマップ 
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出典：環境省「再生可能エネルギー情報提供システム（REPOS）」のデータを使用して作成 

図 25 風力ポテンシャルのマップ 
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 東北町では 2023 （令和 5）年度までに導入された再エネ設備容量6は 19,083kW で、すべて

太陽光発電です。 

 

図 26 東北町の再エネの導入設備容量 

 

  

 
6 再生可能エネルギー導入設備容量： 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に

関する特別措置法（再エネ特措法）」（平成 23 年法律第 108 号）に基づく FIT ・FIP 制度で

認定された設備のうち買い取りを開始した設備の導入容量のことです。自家消費のみで売

電していない設備、FIT ・FIP 制度への移行認定を受けていない設備等の設備容量は含まれ

ません。 
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（３）町内における共生条例のゾーニング 

共生条例におけるゾーニングは以下の図のようになります。概ね山間部は「保全地域」

に指定されています。 

 

 
図 27 青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生条例によるゾーニングマップ 
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（４）防衛・風力発電調整法 

防衛・風力発電調整法では、レーダーを用いてする監視等の自衛隊の活動について、風

力発電設備の設置等が行われた場合に著しい障害を生ずるおそれを防止し、電波を用いた

自衛隊等の円滑かつ安全な活動の確保を図るために必要があるときは、その必要な限度に

おいて、電波障害防止区域として指定することができるとしています。 

羽根の長さが 5m 以上のもの又は風車高（羽根の先端が最も高い位置にあるときの羽根

の先端と地表との垂直距離）が 20m 以上のものを電波障害防止区域内において設置等する

場合は工事の着手前に工事計画を届出する必要があり、電波障害の原因となる場合は防衛

省と必要な措置に関する協議を行うことになります。 

東北町における防衛・風力発電調整法の電波障害防止区域は以下の図のようになります。 

 

 

出典：防衛省「電波障害防止区域」（URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/windpower/area.html） 

図 28 防衛・風力発電調整法における電波障害防止区域  
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第４章 東北町の温室効果ガス排出量と削減目標 

１．温室効果ガス排出量の現況 

東北町の温室効果ガス排出量は、環境省の「自治体排出量カルテ （令和 7 年３月）」から、

基準年度である 2013 （平成 25）年度に 157,782t-CO2 であり、最新データがある 2022 （令和

4）年度で 126,202t-CO2（2013（平成 25）年度比▲20.0％）となっています。 

部門別の割合は、家庭部門と運輸部門がそれぞれ 30％程度を占め、産業部門は25％程度、

業務その他部門は 15％程度になっており、全国と比べて高い割合となっています。 

 

 

図 29 東北町の温室効果ガス排出量の推移 
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２．温室効果ガス排出量の将来推計 

本町の温室効果ガス排出量の推移を、環境省の「地方公共団体実行計画（区域施策編）

策定・実施マニュアル（算定手法編）」を参考に推計しました。今後、現状以上の削減対策

を行わない場合（Business As Usual, BAU ケース）における 2030（令和 12）年、2035（令

和 17）年、2040 （令和 22）年、2050 （令和 32）年の排出量はそれぞれ 110,227t-CO2 （2013

年度比▲33％減）、100,705 t-CO2 （同▲36％）、91,463t-CO2 （同▲42％）、73,767t-CO2 （同▲

53％）になります。また、森林吸収量を考慮すると、それぞれ 82,729t-CO2 （2013 （平成 25）

年度比▲48％）、73,157t-CO2 （同▲54％）、63,915t-CO2 （同▲59％）、46,219t-CO2 （同▲71％）

となります。 

いずれも現在よりも排出量が減少しますが、国が掲げる 2030 年度までに 2013 年度比▲

46％及び 2050 年カーボンニュートラル、県が掲げる 2030 年度までに 2013 年度比▲51.1%及

び 2050 年カーボンニュートラルには達しません。 

 

表 5 東北町の温室効果ガス排出量の推計（部門別） 

 

 

 

2050年度
BAU

2040年度
BAU

2035年度
BAU

2030年度
BAU

2022年度
実績

2013年度
(t-CO2)

増減率増減率増減率増減率増減率基準年度

▲18%31,853▲16%32,705▲15%33,139▲14%33,579▲14%33,38338,859産業部門

▲76%6,090▲66%8,672▲60%10,348▲52%12,349▲34%17,05625,847
業務その他
部門

▲65%15,892▲49%22,864▲42%26,351▲34%29,837▲22%35,32945,047家庭部門

▲60%18,251▲44%25,541▲36%29,187▲28%32,832▲16%38,44645,707運輸部門

▲28%1,681▲28%1,681▲28%1,681▲28%1,681▲14%1,9882,322
廃棄物分野
（一般廃棄物）

▲53%73,767▲42%91,463▲36%100,705▲30%110,277▲20%126,202157,782排出量合計

-▲27,548-▲27,548-▲27,548-▲27,548-▲27,548-森林吸収量

▲71%46,219▲59%63,915▲54%73,157▲48%82,729▲37%98,654-正味排出量
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図 30 東北町の温室効果ガス排出量の推計  
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３．削減目標の設定 

本計画では、国や県の目標値を参考に、計画期間の期限である 2035 （令和 17）年度まで

に 2013（平成 25）年度比で 62％削減することを目標として設定します。 

また、その中間目標として、2030 （令和 12）年度までに 2013 （平成 25）年度比で 50％削

減を目標とします。 

さらに、計画期間外ではあるものの、国や県では 2050 年カーボンニュートラルを目標と

して掲げていることから、本町も足並みをそろえ、2050 年カーボンニュートラルの達成を

目標とします。その中間目標として 2040（令和 22）年度までに 2013（平成 25）年度比で

73％削減を目指します。 

 

 

 

表 6 東北町の温室効果ガス排出量の目標（部門別） 

 

 

2050年度
目標（参考）

2040年度
目標（参考）

2035年度
目標

2030年度
目標

2022年度
実績

2013年度
(t-CO2)

増減率増減率増減率増減率増減率基準年度

--▲50%19,500▲34%25,500▲19%31,500▲14%33,38338,859産業部門

--▲68%8,300▲61%10,200▲53%12,100▲34%17,05625,847
業務その他
部門

--▲63%16,700▲50%22,700▲36%28,800▲22%35,32945,047家庭部門

--▲50%22,900▲40%27,400▲30%32,000▲16%38,44645,707運輸部門

--▲1%2,300▲14%2,000▲31%1,600▲14%1,9882,322
廃棄物分野
（一般廃棄物）

▲83%27,548▲56%69,700▲44%87,800▲33%106,000▲20%126,202157,782排出量合計

-▲27,548-▲27,548-▲27,548-▲27,548-▲27,548-森林吸収量

▲100%0▲73%42,152▲62%60,252▲50%78,452▲37%98,654-正味排出量

東北町の温室効果ガス削減目標 

・ 2030（令和 12）年度までに 50％削減（2013（平成 25）年度比） 

・ 2035（令和 17）年度までに 62％削減（2013（平成 25）年度比） 
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図 31 東北町の温室効果ガス排出量の目標 
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第５章 削減目標の達成に向けた施策の展開 

１．施策体系と再生可能エネルギー導入目標 

前章で設定した 2030 （令和 12）年、2035 （令和 17）年、2040 （令和 22）年、2050 （令和

32）年の温室効果ガス排出量の削減目標を達成するためには、それぞれの BAU ケースにお

ける排出量から 2013 （平成 25）年度比で 2030 （令和 12）年までに▲3％分、2035 （令和 17）

年までに▲8％分、2040 （令和 22）年までに▲14％分、2050 （令和 32）年までに▲30％分の

温室効果ガスを削減する施策を実施する必要があります。 

アンケートで確認できた設備の導入意向等を踏まえ、本町においては「再生可能エネル

ギー導入目標」を以下のように定め、町民・事業者・町が連携し、住宅・事業所・公共施

設への再生可能エネルギー導入、省エネ推進、地域特性を活かした取り組み、普及啓発活

動など、分野横断的に施策を展開します。各施策の進捗状況は定期的に評価し、必要に応

じて見直しを行います（値は当該年度までの累積導入量）。 

 

 

また、計画外期間の参考目標として、2040 年度までに 45,000kW、2050 年度までに 93,000kW

を導入目標として設定します。部門ごとの導入目標は町民・事業者・町の主体ごとに以下

のように定めます。町民は家庭部門、事業者は産業部門およびその他業務部門（公務を除

く）、町はその他業務部門（公務）に該当します。 

 

表 7 部門別再エネ導入目標 

 

  

2050年度
（参考）

2040年度
（参考）

2035年度2030年度部門(kW)

11,5003,5003,0002,200家庭部門町民

80,00040,00023,0004,600産業部門および公務を除くその他業務部門事業者

1,5001,5001,000500その他業務部門の公務部分町

93,00045,00027,0007,300合計

東北町の再生可能エネルギー導入目標 

2030（令和 12）年度までに 䐻,䐷䐴䐴kW 

2035（令和 17）年度までに 䐶䐻,䐴䐴䐴kW 
（参考：太陽光パネル 一般家庭 䐹kW/件 事業所 䐹䐴kW/件） 
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削減目標達成に向けては、以下の施策体系図に示すように、住宅・事業所・公共施設へ

の再生可能エネルギー導入、省エネ推進、地域特性を活かした取り組み、普及啓発活動な

ど、複数の分野で総合的な施策を展開します。 

また区域施策として、町自らが率先して温室効果ガス排出削減に取り組むため、事務事

業編に基づき、庁舎等の全庁的な LED 化及び公用車のハイブリッド車・電気自動車の導入

等を推進するとともに空調設備の高効率機器への更新や太陽光発電設備の導入など再生

可能エネルギーの活用を積極的に検討していきます。 

 

 

図 32 施策体系  
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２．地域の課題を解決する脱炭素 

（１）住宅の脱炭素化促進 

東北町は寒冷地であり、灯油や電気の消費量が多く、家計の負担になっていることから、

住宅への再エネの導入や省エネを推進します。 

2025 年 9 月実施のアンケート調査では、町民の約 6 割が再エネ・省エネ設備をまだ導入

していない一方で、導入意向は高く、特に 60 代・70 代の世代で積極的な姿勢が見られまし

た。断熱改修の実施意向は 30 代で最も高く、若年層でも住宅の快適性向上や光熱費削減へ

の関心が強いことが分かりました。 

これらの課題を踏まえ、住宅への太陽光発電や蓄電池の設置、窓や壁の断熱改修、高効

率空調機器や高効率給湯器（エコキュート）の導入を積極的に推進します。各設備の導入

にあたっては、国や県の補助制度の活用を促進し、町民が申請しやすいように情報発信し

ます。 

具体的には、国土交通省等が実施している「住宅省エネキャンペーン」や、令和 7 年度

から青森県が実施している「太陽光発電等導入補助金」および「住宅向け太陽光パネル・蓄

電池等の共同購入事業」等、具体的な補助制度の名称・申請方法・問い合わせ先を町ホーム

ページや広報誌で情報の発信を強化します。 

再エネの導入・省エネの推進は、光熱費削減による家計負担の軽減やヒートショックの

防止による健康増進、災害対策など、町民にとって様々なメリットがあります。 

 

 

図 33 住宅への再エネの導入や省エネの推進 
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Column：ヒートショック 

 

ヒートショックとは、暖かい場所から寒い場所への移動した際の急激な温度変化によ

って血圧が大きく変動し、心筋梗塞や脳卒中などを引き起こす現象です。冬場の浴室で多

く発生しており、高血圧性疾患、心疾患、脳血管疾患、大動脈瘤および解離のような循環

器系の疾患による死亡者数が、冬場に増加していることが分かります（下図）。 

ヒートショックは温度差によって起こるので、予防するには住宅を断熱しつつ全体を

温めることで住宅内に温度差を作らないことが大切です。 

 

 

出典：厚生労働省「人口動態調査 人口動態統計」 

図 34 全国の循環器系疾患による死亡者数（月別） 

 

 

 

  



東北町地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

43 

 

（２）太陽光発電設備等の導入促進 

太陽光発電設備等を導入し、エネルギー由来の温室効果ガスを削減します。導入時には

国や青森県で実施している補助金を活用し、町は必要に応じて所有する遊休地の貸し出し

を行います。 

アンケート結果では、町民の約 7 割が「地域での再エネ導入や省エネ推進に賛成」と回

答しており、地域内での再エネ導入に一定の理解が得られていることが分かりました。一

方で、「地域に再エネ設備が増えること」に対しては賛否が拮抗しており、地域との共生を

重視した取組が必要です。 

そのため、設備容量 2,000kW 以上の太陽光発電の導入については青森県共生条例を参考

に、2,000kW の太陽光発電はおおよそ 4ha と広い面積が必要であるため、2,000kW 未満の設

備容量の設備についても下限を設け、町への届出を義務付ける条例制定を検討し、住民説

明会や意見交換会を通じて合意形成を図ります。 

また風力発電についても、前章までに整理した情報を基に、地元との協議を踏まえた地

域共生型の設備導入を目指します。 

特に中部上北清掃センターでは施設、使用済みとなった最終処分場を活用したオフサイ

ト PPA7による太陽光発電の導入を、七戸町と協議しながら検討し、エネルギー由来の二酸

化炭素排出量を削減するとともに、施設の電気代を削減することを目指します。 

最終処分場の第 1 工事の覆土面積は約 11,000m2（サッカーコート約 1.5 面分程度）であ

り、この土地のほとんどを活用して 0.9MW の太陽光発電設備を導入した場合、中部上北清

掃センターの電力使用量の約 2 割を削減することが可能です。 

 

図 35 中部上北清掃センターの再エネ電気のイメージ 

 

 

 

  

 
7 オフサイト PPA・オンサイト PPA：発電設備が需要家から離れた場所に設置され送配電

網を通じて電力が供給されるものを「オフサイト PPA」と言います。この他、発電設備が

需要家の敷地内や隣接地に設置され、電力が自家消費されたり自営線を通じて直接供給さ

れたりするものを「オンサイト PPA」と言います。 
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（３）事業所での省エネルギー診断の推進 

東北町は寒冷地のため暖房などへのエネルギー消費量が大きく、省エネルギーの取組に

よる温室効果ガス削減効果が高いです。必ずしも設備投資が必要な取組だけではなく、費

用をあまりかけずに業務その他部門および産業部門における温室効果ガスの削減できる

可能性があります。 

このため、省エネルギー診断8を実施することで事業所や工場において多くのエネルギー

を消費している箇所を可視化し、効率的に省エネの取組を推進します。 

事業者アンケートでは、脱炭素の取組を実施している事業者は 33.3％にとどまり、課題

として「費用がかかる」が 63.6％、「詳しい人がいない・情報不足」が 29.5％と多く挙げら

れました。そのため、診断結果の事例を町内で共有し、費用対効果や省エネの成果を可視

化することで、他の事業者への波及を図ります。 

本庁舎（事務所）、上北小学校（教育施設）、上北水系浄水場、小川原湖交流センター宝

湖館（温泉・プール）、JA ゆうき青森（農業施設）において省エネ診断を実施して、省エ

ネによる改善の可能性を調査しました（資料３）。 

省エネ診断の結果、全蛍光灯の LED 化では投資回収年数が 11～28 年と長期ですが、利

用頻度の高い蛍光灯のみを LED 化することで、回収期間を短縮できます。凍結防止ヒータ

ーへの節電器導入は 1 年未満で回収可能です。これらの事例を町内事業者に共有し、省エ

ネルギー診断の実施を他事業者へと波及させる取組を進めます。 

  

 
8 省エネルギー診断：専門家がエネルギーに関する具体的な運用改善策や設備導入の提案を

行うサービスのことです。診断結果は「運用改善」と「設備投資」の区分で示されます。 
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表 8 省エネ診断の概要 

 

  

回収年
[年]

投資額
[千円]

CO2削減量

[t-CO2]取組区分
施設名
（種類）

0027.07

厳冬期以外（10月・11月・3月・4月）
はエアコン暖房を中心に運用し、12月
～2月は従来どおりボイラー暖房を使
用することで、年間のA重油および灯
油使用量の削減。

運用
改善東北町

役場本庁
(事務所)

18.514,7849.51
施設の全蛍光灯をLEDに更新すること
による節電。

設備
投資

0.7150.21
雨樋の凍結防止ヒータへの節電器を取
付けによる節電。

設備
投資

上北小学校
(教育施設)

0.4300.77
水道管の凍結防止ヒータへの節電器を
取付けによる節電。

設備
投資

007.80
トイレのパネルヒータの設定温度変更
（15℃から5℃）による節電。

運用
改善

000.02
トイレ便座の省エネ通電モードおよび
夜間のタイマー節電機能の活用による
節電。

運用
改善

上北水系
浄水場
(浄水場)

24.57660.42
事務所の全蛍光灯をLEDに更新するこ
とによる節電。

設備
投資

7.52,9454.80

事務所のガスヒートポンプ空調（1999
年製・1台）および灯油ヒーターを電
気式ヒートポンプ（複数台）へ更新す
ることのよる灯油およびLPガスの削
減。

設備
投資

0.6200.44
雨樋の凍結防止ヒータへの節電器を取
付けによる節電。

設備
投資

小川原湖
交流センター
宝湖館
(温泉・プール) 11.521,32024.1

施設の全蛍光灯をLEDに更新すること
による節電。

設備
投資

001.90
ｺﾝﾌﾟﾚｻｰの吐出圧力を0.8MPaから使
用先機械で問題のない0.65MPaまで下
げることによる節電。

設備
投資

JAゆうき
青森
(農業施設)

28.613,8596.26
事務所の全蛍光灯をLEDに更新するこ
とによる節電。

設備
投資

5.986,400189.52
未利用地である駐車場前広場（旧校
庭）への太陽光発電導入による節電。

設備
投資

30.7 37,000 16.24 
冷蔵倉庫の冷蔵設備を更新することに
よる節電。

設備
投資

--289.06合計
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（４）J-クレジット制度活用 

J-クレジット制度は、省エネルギー対策や再エネの導入、森林吸収活動などによって達

成された CO2 等の温室効果ガスの削減・吸収量を国が認証し、クレジットとして市場で取

引できる制度です。近年は、政府が定めた 2030 年の温室効果ガス削減目標の達成に向けて、

主に上場企業を中心に取引が活性化しています。 

農業分野では、水稲栽培における中干し期間の延長による温室効果ガス排出抑制の取り

組みが、東北地方や北海道を中心に拡大傾向にあります。また、バイオ炭の農地施用も徐々

に普及しつつあります。 

 そのため、J-クレジット制度を活用した水稲栽培による中干し期間の延長の取組等によ

り温室効果ガスを削減し、その削減量を J-クレジット制度を活用して認証・販売する仕組

みについて情報発信することで、町内での取組を推進します。 

 

（a）水稲栽培による中干し期間の延長 

水田には嫌気性のメタン生成菌がいることから、湛水期には温室効果ガスであるメタン

が排出されます。中干し期間を 1 週間以上延長することで 3 割程度のメタン排出量を削減

することができます。また、この削減量が認証されると J-クレジット制度を活用して販売

することができます。 

 

 

図 36 水稲栽培による中干し期間の延長 

 

  

湛水期にメタンが発生
中干期間の延長により
メタン発生量を抑制

メタン メタン
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（５）公共施設への再エネ設備の設置 

公共施設は広い屋根や駐車場を有するものが多いことから、再エネ設備を導入する場所

として有効活用できます。再エネ設備と併せて充放電スタンドや蓄電池を導入することで、

地域のレジリエンスを向上させる防災対策としても有効です。特に夏季の災害時には冷房

のための電源確保が重要です。 

アンケート結果では、町民の多くが気候変動に高い関心を持ち、子どもや次世代のため

に脱炭素社会を目指すべきと回答しています。このため、公共施設への再エネ設備導入を

通じて、子どもたちが再エネを身近に感じられるような環境教育の場としても活用します。 

施設の新設や大規模な改修時に、初期投資が不要なオンサイト PPA7 により、主に太陽

光発電設備（屋根置きやソーラーカーポート）の導入を検討します。 

「青森県東北町公共施設等総合管理計画」を参考に、以下の条件を満たす公共施設に導

入を検討していきます。 

 

 新耐震基準を満たす（1981（昭和 56）年以降の竣工） 

 長寿命化や改修等により今後 10 年以上の利用が見込まれる 

 総延床面積が 400 ㎡以上 

 集会所等は自家消費量が少ないため優先度は低い 

 

表 9 再エネ設備導入が有望な公共施設 

 

施設名種類

甲地小学校、東北小学校、東北中学校学校教育系施設

歴史民俗資料館社会教育系施設

武道館、ふれあいドーム上北、上北屋内練習場スポーツ系施設

小川原湖交流センター「宝湖館」、
道の駅「おがわら湖」

観光系施設

ながいも洗浄選別・貯蔵施設、多目的乾燥調製施設産業系施設

上北保健福祉センター、保健福祉センター、
東北町老人福祉センター

保健・福祉施設

本庁舎行政系施設

栄団地、丘ノ上団地、朝日団地、みどりヶ丘団地町営住宅

太陽光発電設備等の設置用地としての活用を検討する廃止施設跡地
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３．地域の特性を活かした脱炭素 

（１）温泉熱利用の促進 

町内には源泉は 32 ヶ所あり、温泉施設も 9 ヶ所立地します。特に上北地区は市街地付近

に数多くの温泉施設があり、宿泊施設等の熱の需要場所と供給源が近接していることから、

町内外の温泉熱の事例や補助金等の情報発信により利用を促進します。 

町内の源泉の温度は約 40～60℃程度と低沸点の液体を気化させて発電するバイナリー

発電の熱源として利用するためには低温であるため、発電よりも導入コストが安価な直接

熱利用が有望です。 

 

表 10 地中・地中や温泉からの熱を利用した再エネ技術 

 

 

小川原湖交流センター宝湖館の暖房に温泉熱を利用することや、他の温泉の熱を施設の

暖房や、青果物のハウス栽培、魚介類の陸上養殖を行うことを検討します。 

 

図 37 温泉熱利用のイメージ  

具体的な用途・発電方式代表的な技術温度帯

空調・給湯・融雪地中熱ヒートポンプ、温泉熱利用
低温
（〜100℃）

発電・地域熱供給バイナリー地熱発電等
中温
（100〜400℃）

発電地熱発電
高温
（400℃〜1000℃）
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（２）廃棄物熱利用の促進 

東北地区には中部上北清掃センター（流動床式熱分解ガス化融解施設・30ｔ/日×2 炉）

が立地しており、廃棄物を焼却する際に大量の熱が発生しています。既に焼却時の熱が回

収され、施設内外でエネルギー利用されていますが、熱供給用ボイラーや焼却炉の更新時

に、七戸町と協議の上、熱の利用範囲の拡大を検討します。 

供給先は周辺の工場や公営団地・住宅で、熱供給を行うことで暖房利用による温室効果

ガス排出量を削減するとともに、中部上北清掃センターの新たな収入源とすることで、持

続可能な廃棄物処理体制についても検討します。 

 

 

図 38 中部上北清掃センターとその周辺施設 
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（３）農業関連施設への太陽光発電の導入 

東北町ではナガイモの生産が盛んであり、一部のナガイモは収穫後に低温貯蔵施設で

保存されます。低温貯蔵施設は、夏場の昼間の電力使用量が多いため、日中に発電する

太陽光発電は、効果的に二酸化炭素排出と電気代を削減できます。また、この取組は農

業経営の安定化にも繋がります。 

省エネ診断のケースでは太陽光発電設備 480kW （7,200m2）を導入した場合、低温貯蔵施

設および事務所棟の電力使用量の 46%が削減される結果となりました（資料 3）。 

そのため、このような町内事例の情報を発信することで、貯蔵施設周辺の土地へ太陽

光発電設備を導入して自家消費する取組を推進します。 

 

 

図 39 農業関連施設への太陽光発電のイメージ 
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４．効果的な実施のための普及啓発 

 前述した脱炭素施策を町民や事業者と共に実施していくためには、町から適切な情報発

信が必要です。そこで、情報発信の取組として以下の 3 つを実施します。 

 

（１）事業者の脱炭素経営の支援 

アンケート調査結果から、多くの事業者では脱炭素の取組に興味がありつつも、ノウハ

ウ不足から取り組めていないという実態があると考えられます。 

一方、青森県内の NPO 法人である「循環型社会創造ネットワーク（CROSS, 八戸市）」は

国や県の事業により、市と連携しながら無料省エネセミナーを開催しています。これらの

事例を参考に、東北町内でも同様のセミナーを実施し、前述の省エネ診断の結果を町内の

事例として紹介しつつ、省エネの取組を事業者に普及啓発していきます。 

そのほか、県が実施している GX 推進アドバイザー派遣等を活用し、事業者の脱炭素経

営を多角的に支援します。 

 

（２）「広報とうほく」での情報発信 

国や県では脱炭素に関連した様々な補助金を提供していますが、アンケート調査結果か

らその認知度はあまり高くないことが分かります。 

そこで、町民・町内事業者が、デコ活9 （公共交通等の推進等）や宅急便の再配達を防止

が脱炭素の取組になる等の知識や活用可能な補助金の情報を取得する機会を増やすため、

国や県の補助金についても本町の広報誌「広報とうほく」により情報を発信します。 

 

 
9 デコ活：二酸化炭素（CO2）を減らす「De」脱炭素（Decarbonization）と、環境に良い

「Eco」を含む「デコ」に、活動・生活を意味する「活」を組み合わせた造語です。 
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出典：環境省「リーフレット「デコ活」のすすめ （令和 7 年 11 月時点）」 

図 40 脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの 10 年後 

 

（３）環境教育の実施 

将来、地域脱炭素を担う人材を育成するため、町内小中学校を始めとした公共施設に設

置された再エネ設備を環境教育の教材として活用したり、環境省等の政府機関が作成した

資料を教材としたりしながら、環境教育を実施します。また、民間団体や事業者等の多様

な主体と協働し、町民向けの環境教育の機会づくりや仕組みづくりを進めます。 
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第６章 厳気象に対する緩和策と適応策 

１．緩和策と適応策 

青森県内でも、猛暑日や熱帯夜の増加、豪雨の頻発など、気候変動の影響がすでに現れ

ています。今後さらに影響が強まることが予想されるため、温室効果ガスの排出削減（緩

和策）とともに、気候変動の影響を軽減し、社会・経済活動の持続可能性を高める「適応

策」にも積極的に取り組む必要があります。 

２．適応策を実施すべき分野・項目 

環境省の「気候変動影響評価報告書」では、農業・林業・水産業、水環境・水資源、自然

生態系、自然災害・沿岸域、健康、産業・経済活動、国民生活・都市生活の 7 つの分野で想

定される気候変動による影響を、「重大性」「緊急性」「確信度」の 3 つの観点から評価して

います。また青森県も「青森県気候変動適応取組方針」を公表しています。 

東北町でも、国の報告書や青森県の方針を基に、地域特性を踏まえて重点的に適応策を

実施すべき分野・項目を以下の表に示します。 

 

表 11 東北町における適応策を実施すべき分野・項目 

 

小項目大項目分野

水稲

農業
農業・林業・水産業

果樹

病害虫・雑草等

農業生産基盤

沿岸域・内水面漁場環境等水産業

湖沼・ダム水環境水環境・水資源

野生鳥獣の影響陸域生態系自然生態系

洪水河川
自然災害・沿岸域

土石流・地すべり等山地

熱中症等暑熱

健康
節足動物媒介感染症感染症

脆弱性が高い集団への影響
（高齢者・小児・基礎疾患有病者等）

その他

エネルギー需給エネルギー産業・経済活動

水道、交通等
都市インフラ
・ライフライン等

国民生活・都市生活
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３．予測される気候変動の影響と適応策 

本町において予測される気候変動の影響の具体例と挙げ、それらに対する緩和策の例を

下表に示します。 

緩和策の推進に関しては、町民・事業者へ周知するとともに、国や県と連携しながら各

種計画に組み込むなどして取組を反映・実施していきます。 

 

表 12 本町において実施すべき主な適応策 

 

  

主な適応策予測される影響分野

 気候の変化に合わせた栽培方
法・品種の導入

 病害虫に関する啓発・技術指導
 水温・水質のモニタリング強化

 気温上昇や豪雨等極端な気
候によるコメの品質低下

 高温による農作物の生育不
良や品質低下

 高温性病害虫の増加
 水温・水質変化に伴うシジ

ミ・シラウオ等の生育不良

農業・林業・水産業

 水温・水質のモニタリング強化 水温上昇による水質の変化水環境・水資源

 鳥獣被害への注意喚起・保護及
び駆除活動への支援

 ニホンジカ、イノシシなど
の目撃数の増加に伴う自然
植生への影響や農業への被
害

 冬眠期間短縮によるクマの
目撃数増加・被害発生

自然生態系

 ハザードマップの充実化
 避難施設の追加的な浸水・防災

対策

 豪雨頻度の増加に伴う洪水
被害・土砂災害の増加

 激甚化した災害による生活
基盤の崩壊

自然災害・沿岸域

 熱中症予防に係る普及啓発
 冷房施設の設置・更新
 クーリングシェルターの設置
 蚊の発生源であるたまり水対策

 真夏日・猛暑日の増加によ
る熱中症リスクの増加

 蚊などが媒介する感染症の
増加

健康

 再エネ設備・蓄電池設置による
レジリエンス強化

 激甚化した自然災害による
大規模停電と経済的な影響

産業・経済活動

 水道施設の強靭化
 交通・通信の代替手段の確保

 激甚化した災害によるライ
フラインの寸断

国民生活・都市生活
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第 7 章 地域脱炭素化促進事業に関する事項 

１．域脱炭素化促進事業の概要 

2021（令和 3）年 5 月に地球温暖化対策の推進に関する法律が改正され、第 21 条第 5

項において市町村が地域脱炭素化促進事業の対象となる区域（促進区域）を定めること

が努力義務とされました。これは地域での合意形成や環境に適正に配慮する地域共生型

の再生可能エネルギーを増やすことを目的とし、国は全国一律の環境配慮基準を、都道

府県は地域の自然的社会的条件に応じた環境配慮基準をそれぞれ策定し、それらに基づ

いて市町村は促進区域を設定するものです。 

青森県では「青森県自然・地域と再生可能エネルギーとの共生条例」の制定に併せ、

2025 年 3 月に「地域脱炭素化促進事業に係る促進区域の設定に関する県基準」が策定さ

れました。 

 

２．本町における促進区域の設定 

本町においては、導入する再生可能エネルギー設備を太陽光発電設備とし、以下の場

所を促進区域として設定します。 

 

（１）町が所有する公共施設の屋根の上および未利用地 

町が所有する公共施設の屋根の上に自家消費型の太陽光発電設備を設置することとし

ます。但し、指定管理や委託および貸与しているものについては、それぞれ関係者との

協議・調整を行うこととします。 

 

（２）一般住宅や民間施設の屋根の上および敷地内 

 一般住宅や民間施設においても屋根の上および敷地内に自家消費型の太陽光発電設備を

設置することとします。 
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第８章 推進体制と進捗管理 

１．推進・見直し体制 

脱炭素施策が関係する分野は多岐にわたるため、町内においては全庁的な取組とするこ

とが重要です。そのため、副町長をトップとし、事務事業編の進捗管理のために各課長等

を委員として構成される「東北町地球温暖化対策推進委員会」において、施策の進捗を把

握し、計画を推進します。 

また、本計画の施策は行政だけでなく、町民や事業者の協力が不可欠です。そのため、

町内事業者や関係団体等と連携した「東北町地球温暖化対策推進協議会」を設置し、それ

ぞれの立場から本計画の施策に対して意見や提言等を頂きます。 

 

 

図 41 推進体制 

 

  

東北町地球温暖化対策推進委員会

構成員：関係各課の課(局)長職

役割：進捗管理指標を把握し、計画を推進

東北町地球温暖化対策推進協議会

構成員：地元商工会や金融機関、農林業団体などの関係団体

役割：本計画の進捗状況や課題等の管理・確認・評価

諮問 助言
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２．進捗管理の指標 

本計画は PDCA サイクルを適切に回しながら進捗を管理します。年に１回以上庁内の東

北町地球温暖化対策推進委員会において取組状況を共有します。また、地域のステークホ

ルダーにより構成する東北町地球温暖化対策推進協議会で各関係者の取組状況を報告し、

意見交換を行って、次年度以降の課題や改善策に反映します。 

進捗管理の指標として、計画全体の評価には温室効果ガス排出量を用います。 

温室効果ガス排出量は人口減少や産業活性化の影響で大きく増減するため、人口 1 人当

たりの温室効果ガス排出量と町内総生産当たりの温室効果ガス排出量を取組全体の評価

指標に加えることで、町の発展と脱炭素の取組を両立することとします。 

上記の進捗状況を事務局が把握し、ステークホルダー間の連携促進の機能を強化するこ

とにより、全町的な取組の推進を図ります。 

 

表 13 進捗管理の指標 

 

 

また、計画期間外を含めた 2030 年度、2035 年度、2040 年度、2050 年度までの再エネの

累積導入目標に対し、2026-2030 年度、2031-2035 年度、2036-2040 年度、2041-2050 年度の

それぞれの期間において、1 年間あたり平均導入量を定めて管理指標とします。 

 

表 14 部門別の再エネ導入目標の管理指標 

 

  

2035年2030年進捗管理の指標

2013年度比で44％削減2013年度比で33％削減
温室効果ガス排出量
（森林吸収量を含まず）

2013年度比で16％削減2013年度比7％削減
人口1人当たりの
温室効果ガス排出量

2013年度比で45％削減2013年度比で33％削減
町内総生産当たりの
温室効果ガス排出量

2041年度
～2050年度
（参考）

2036年度
～2040年度
（参考）

2031年度
～2035年度

2026年度
～2030年度

部門(kW/年)

800100160440家庭部門町民

4,0003,4003,680920
産業部門および公務を除くその他業務
部門

事業者

0100100100その他業務部門の公務部分町

4,8003,6003,9401,460合計



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 
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資料１ 森林吸収量の推計 
（１）森林吸収量の概要 

森林吸収量の算定は環境省のホームページで公開されている「地方公共団体実行計画（区

域施策編）策定・実施マニュアル（算定手法編）Ver.2.2」（令和 7 年 3 月）（以下、マニュア

ルという）にある算定方法のうち「1-4-1.(1)森林全体の炭素蓄積変化を推計する手法（p.211

～）」を用いました。東北町の森林吸収量は 27,548t-CO2/年（2013（平成 25）年比▲17％）

と推計されます。 

 

（２）森林吸収量の推計式 

（a）生体バイオマス（木質部分）における吸収量の推計 

生体バイオマス（木質部分）における吸収量推計の基本式は以下のようになります。 

𝑅 =
𝐶ଶ − 𝐶ଵ

𝑇ଶିଵ
× ൬−

44

12
൰  ・・・・・・(𝑎) 

 

表資料 1- 1 式(a)の記号の定義 

 

森林蓄積 C は、2023（令和 5）年および 2014（平成 26）年の「青森県森林資源統計 4.国

有林森林資源表」及び「同 5.樹種別、齢級別森林資源表」に記載された値から、以下の式を

用いて算出しました。 

 

𝐶் = ෍൛𝑉 ,௜ × 𝐵𝐸𝐹௜ × (1 + 𝑅௜) × 𝑊𝐷௜ × 𝐶𝐹௜ൟ 

௜

・・・・・・(𝑏) 

  

定義名称ｚ記号

報告年度の吸収量[t-CO2/年]吸収量R

比較をする年度の森林炭素蓄積量[t-C]炭素蓄積量１

報告年度の森林炭素蓄積量[t-C]炭素蓄積量２

報告年度と比較年度間の年数[年]年数

炭素（分子量12）をCO2（分子量44）に換算する係数（注：炭素の増
加（プラス）がCO2では吸収（マイナス表記）となるため、冒頭にマ
イナスを付けて掛け算を行う）

炭素から二酸化
炭素への換算
係数
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表資料 1- 2 式(b)の記号の定義 

 

※i は樹種、樹齢別であることを示す 

 

民有林については森林統計で公表されている齢級および樹齢ごとの幹材積に、マニュア

ル p.213 で示された齢級、樹齢ごとに与えられる係数の値をかけて算出しました。国有林

については齢級、樹齢ごとに区分された情報がないため、マニュアル p.214 に記載された

処理方法の通り、全ての樹木を 5 齢級以上と仮定し、係数は「その他針葉樹」「その他広葉

樹」のものを用いました。また平均的な年間の吸収量を推計するため、年数 T を 10 年間

（2014（平成 26）年度から 2023（令和 5）年度）として推計しました。 

 

（２）土壌における吸収量の推計 

生体バイオマスの算定で用いた育成林10 の面積に対する土壌の炭素蓄積量の推計式は以

下のようになります。 

𝑆஼ைଶ = 𝑆𝑂𝐶 × 𝐹1 × 𝐴 × 𝑇 × 𝐹2 × ൬−
44

12
൰  ・・・・・・(𝑐) 

 

  

 
10 育成林：森林を構成する樹木の一定のまとまりを一度に全部伐採し、人為により単一の樹

冠層を構成する森林として成立させ維持する施業（育成単層林施業）が行われている森林

および、森林を構成する林木を択伐等により部分的に伐採し、人為により複数の樹冠層を

構成する森林（施業の過程で一時的に単層となる森林を含む。）として成立させ維持してい

く施業（育成複層林施業）が行われている森林のことです。 

定義名称記号

T年度の地上部及び地下部バイオマス中の炭素蓄積量[t-C]炭素蓄積量

T年度の森林タイプiの材積量[m3]材積量

森林タイプiに対応する幹の材積に枝葉の容積を加算し、地上部
樹木全体の蓄積に補正するための係数

バイオマス拡大
係数

森林タイプiの容積を重量（dry matter: d.m.）に換算するための係
数 [t d.m./m3]

容積密度

森林タイプiの樹木の地上部に対する地下部の比率地下部比率

森林タイプiの乾物重量を炭素量に換算するための比率[t-C/t-
d.m.]

炭素含有率
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表資料 1- 3 式(c)の記号の定義 

 

 

温室効果ガスインベントリ報告書における森林吸収量は 1990（平成 2）年以降の森林経

営が対象となるため、土壌における吸収量の推計においても国有人工林および民有人工林

のうち 1990 （平成 2）年以降 （9 齢級以下）の面積を計算に用いました。係数の値について

はマニュアル p.214 に記載の数値を用いました。 

 

（３）京都議定書の下での森林吸収源対策の報告と整合 

上記の式で樹種・樹齢ごとの森林吸収量および土壌の吸収量を算出してすべて合算した

値にマニュアル p.215 に記載のある通り便宜的な係数として「0.7」を乗じ、京都議定書の

下での森林吸収源対策の報告と疑似的に整合させたものを東北町の森林吸収量としまし

た。 

 

  

定義名称記号

算定期間中に森林の育成により保持される土壌炭素
量（CO2換算）[t-CO2]

土壌CO2吸収量

単位面積当たりの土壌の炭素蓄積量 [t-C/ha]土壌平均炭素蓄積量SOC

土壌炭素の測定深度（30cm）に対する森林を育成しな
い場合と育成する場 合の浸食深の差により算定され
た係数

森林の育成により保持され
る土壌量に関する係数

F1

育成した森林の面積 [ha]施業対象区域面積A

算定対象年数T

土壌が流出した場合に炭素が空気中に排出される係
数

土壌が流出した場合に炭素
が空気中に排出される係数

F2

炭素（分子量12）をCO2（分子量44）に換算する係数
（注：炭素の増加（プラス）がCO2では吸収（マイナス表
記）となるため、冒頭にマイナスを付けて掛け算を行
う）

炭素から二酸化炭素への換
算係数
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資料２ 脱炭素に関するアンケート調査 

１．アンケート調査の概要 

（１）目的 

 本計画の策定にあたり、町民及び町内事業者の脱炭素に関する意識や関心、取組状況を把

握するため、アンケート調査を実施した。 

 

（２）調査対象 

 東北町民及び町内事業者 

 

（３）調査方法 

 郵送 

 

（４）調査期間 

 令和 7（2025）年 9 月 3 日～9 月 17 日 

 

（５）回収結果 

町民：1,500 通送付のうち 396 通回収（回収率：26.4％） 

事業者：200 通送付のうち 66 通回収（回収率：33.0％） 
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２．町民アンケート調査の結果 

（１）回答者の属性 

回答者の年齢は、60 代が 32.8％で最も多く、次いで 50 代が 27.3％、70 代が 17.2％とな

りました。また、80 代以上からの回答はありませんでした（図資料 2- 1）。 

回答者の職業は会社員が 38.1％で最も多く、次いで専業主婦その他が 22.7％、自営業が

18.2％となりました（図資料 2- 2）。 

回答者の世帯構成は単身者が 18.7％で、未回答を除く 79.8％が 2 人以上の世帯でした（図

資料 2- 3）。 

回答者の居住地域は、旧上北町域と旧東北町域で概ね半分ずつになりました（図資料 2- 

4）。 

 

 

 

図資料 2- 1 回答者の年齢区分 

 

20代以下

1.3%
30代

5.1%

40代

15.2%

50代

27.3%
60代

32.8%

70代

17.2%

80代以上

0.0%

未回答

1.3%

回答者の年齢分布
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図資料 2- 2 回答者の職業 

 

 

図資料 2- 3 回答者の世帯構成 

 

自営業

18.2%

公務員

8.8%

会社員

38.1%
学生

0.3%

パート・アルバイト

10.4%

専業主婦・その他

22.7%

未回答

1.5%

回答者の職業

単身

18.7%

夫婦のみ

17.4%

夫婦と未婚の子のみ

23.7%

ひとり親と未婚の子のみ

7.3%

三世代世帯

11.6%

その他

19.7%

未回答

1.5%

回答者の世帯構成
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図資料 2- 4 回答者の居住地域 

 

 

  

旧上北町域

52.3%

旧東北町域

46.5%
回答者の居住地域
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（２）住居設備 

回答者のうち 80.8％が持ち家（一戸建て）に居住していました。賃貸や集合住宅と比較

すると持ち家の一戸建ては居住者の意向で再エネ・省エネ設備を導入しやすいと考えられ、

東北町は設備導入の面で有利であるといえます（図資料 2- 5）。 

また、住宅屋根にソーラーパネルを設置する場合、屋根に対するパネルの荷重が課題に

なりますが、目安とされる新耐震基準を満たすのは、回答者のうち 59.3％でした（図資料

2- 6）。 

 

 

図資料 2- 5 回答者の住居形態 

 

持ち家（一戸建て）

80.8%

持ち家（集合住宅）

0.3%

賃貸（一戸建て）

6.3%

賃貸（集合住宅）

10.1%

未回答

2.5%

回答者の住居形態
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図資料 2- 6 回答者の住居の築年数 

  

0－25年(現行の耐震基準)

28.5%

26-44年(新耐震基準)

30.8%

45-75年(旧耐震基準)

24.0%

76年以上

0.0%

不明

14.9%

未回答

1.8%

回答者の住居の

築年数
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（３）光熱費・自動車の燃料代 

回答者のうち 2 人以上の世帯における年間の電気代、灯油代、LP ガス代の平均額はそれ

ぞれ 25.3 万円、12.9 万円、4.7 万円で、光熱費全体の平均額は 42.9 万円になりました。総

務省の家計調査によると、2024 年の青森市の 2 人以上の世帯における年間の電気代、灯油

代、ガス代はそれぞれ 15.6 万円、9.34 万円、3.38 万円で、その他の光熱費も合わせた光熱

費全体で 28.3 万円となっています（図資料 2- 7、図資料 2- 8、図資料 2- 9、図資料 2- 10）。 

本アンケートとは調査方法が異なるため単純な比較は困難であるものの、東北町の方が

青森市と比べて特に電気代が高く、光熱費全般の負担感が強いと思われます。 

回答者の自動車保有台数は 2 台が最も多く、1 回答者（1 世帯）当たりの自動車保有台数

は 2.05 台となっていることから、生活における重要な移動手段となっていることが分かり

ます（図資料 2- 11）。東北町における温室効果ガス排出量は運輸部門の割合が最も高いこ

とから、地域の交通政策と一体となった脱炭素政策が望まれます。 

またガソリン等の燃料代は 2 人以上の世帯で 32.43 万円となっており、家計において非

常に大きな負担になっているものと考えられます（図資料 2- 12）。 

 

 

図資料 2- 7 回答者の年間の電気代 

 

0円以上

10万円未満

18.4%

10万円以上

20万円未満

34.3%

20万円以上

30万円未満

17.4%

30万円以上

40万円未満

7.8%

40万円以上

11.4%

不明

0.0%

未回答

10.6%

回答者の

年間の電気代
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図資料 2- 8 回答者の年間の灯油代 

 

 

図資料 2- 9 回答者の年間の LP ガス代 

 

0円

12.4%

0円より大きく

5万円未満

15.4%

5万円以上

10万円未満

24.2%

10万円以上

15万円未満

14.9%

15万円以上

20万円未満

8.6%

20万円以上

12.1%

不明

0.0%

未回答

12.4%

回答者の

年間の灯油代

0円 24.7%

0円より大きく

5万円未満

28.5%

5万円以上

10万円未満

24.0%
10万円以上

15万円未満

4.0%

15万円以上

20万円未満

3.5%

20万円以上

1.8%
不明 0.0%

未回答

13.4%

回答者のLPガス代
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図資料 2- 10 回答者の年間の光熱費 

 

 

図資料 2- 11 回答者の世帯の自動車保有台数 

 

0円(未回答)

10.9%

0円より大きく

10万円未満

2.3%

10万円以上

20万円未満

12.9%

20万円以上

30万円未満

24.0%

30万円以上

40万円未満

17.7%

40万円以上

32.3%

不明 0.0%

回答者の光熱費

0台

4.3%

1台

21.2%

2台

36.9%

3台

15.4%

4台以上

15.9%

未回答

6.3%

回答者の

自動車保有台数
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図資料 2- 12 回答者の年間の燃料代 

 

  

0円

3.8%
0円以上

10万円未満

18.9%

10万円以上

20万円未満

20.7%

20万円以上

30万円未満

17.7%

30万円以上

40万円未満

7.6%

40万円以上

19.9%

不明

0.0% 未回答

11.4%

回答者の

年間の燃料代
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（４）再エネ・省エネ設備の利用動向 

回答者のうち 64.9％は再エネ・省エネ設備を利用していませんでした。太陽光発電設備

や高効率給湯器については利用していると回答した人が 10％を超えました（図資料 2- 13）。 

 

 

図資料 2- 13 回答者の現在使用している再エネ・省エネ設備 

 

  

10.1%

0.0%

3.3%

1.3%

18.7%

6.1%

0.0%

2.3%

3.3%

64.9%

1.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

太陽光発電設備

ソーラーカーポート

住宅用蓄電池

太陽熱温水器

高効率給湯器

薪ストーブ

ペレットストーブ

電気自動車（EV）

その他

利用していない

未回答
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（５）今後 5 年以内に導入したい再エネ・省エネ設備 

今後導入してみたい再エネ・省エネ設備としては電気自動車（EV）が 17.4％で最も高く、

住宅用蓄電池が 14.6％、太陽光発電が 12.4％となりました（図資料 2- 14）。 

また、自宅のリフォームの予定では 11.9％が窓または壁の断熱のリフォーム意向を示し

ています（図資料 2- 15）。 

何らかの再エネ・省エネ設備の導入意向を示した回答者を年齢別にみると、60 代及び 70

代で導入に積極的であることが分かりました（図資料 2- 16）。一方、断熱改修の実施意向

では、30 代が最も積極的であることが分かりました（図資料 2- 17）。 

 

 

図資料 2- 14 回答者の今後導入したい再エネ・省エネ設備 

 

12.4%

5.3%

14.6%

3.5%

11.9%

7.3%

2.0%

17.4%

11.9%

37.9%

5.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

太陽光発電設備

ソーラーカーポート

住宅用蓄電池

太陽熱温水器

高効率給湯器

薪ストーブ

ペレットストーブ

電気自動車（EV）

その他

導入したくない

未回答
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図資料 2- 15 リフォーム予定の有無とその種類 

 

 

図資料 2- 16 何らかの再エネ・省エネ設備の導入意向がある回答者の割合（年齢別） 

 

窓の断熱
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5.8%
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リフォーム

11.4%
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77.8%

リフォーム予定の
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図資料 2- 17 断熱改修の導入意向がある回答者の割合（年齢別） 
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（６）補助金の認知度 

国が再エネ・省エネ設備の導入時に利用可能な補助事業 4 つのいずれも知らない回答者

が約半数を占めました。また、給湯省エネ事業及び子育てグリーン住宅支援事業は 10％程

度と低い値になりました（図資料 2- 18）。 

また、国の補助事業を何か 1 つでも知っていた回答者を年齢別にみると、大きな差は無

いものの若年層での認知度がやや低くなっています（図資料 2- 19）。 

また、何らかの再エネ・省エネ設備導入意向はあるものの補助事業をいずれも知らなか

った回答者が各世代で 2 割程度を占めたことから、使用可能な補助事業の存在を周知し、

積極的な利用を促す必要があるといえます（図資料 2- 20）。 

 

 

図資料 2- 18 国の補助事業の認知度 

 

 

図資料 2- 19 国の補助事業の認知度（年齢別） 
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図資料 2- 20 何らかの再エネ・省エネ設備の導入意向があるが、国の補助事業を 1 つも知

らなかった回答者（年齢別） 
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（７）意識調査①：基本知識・知識に関する設問 

気候変動が引き起こす問題に対して「関心がある」または「ある程度関心がある」とし

た回答者は 84.9％で、高い関心が寄せられていることが分かります（図資料 2- 21）。 

また脱炭素社会についても「知っていた」または「言葉だけは知っていた」とした回答

者が 77.0％で、一般にも認識が広まりつつあることが分かります（図資料 2- 22）。 

カーボンニュートラル宣言については「知っている」と「知らなかった」が拮抗してい

ました（図資料 2- 23）。 

気候変動による影響を「知っていた」と答えたのは 89.6％に及んでおり、近年の猛暑や

豪雨被害により身近な問題として認識されていると考えられます（図資料 2- 24 図資料 2- 

25）。 

 

 

図資料 2- 21 気候変動が引き起こす問題に対する関心 

 

関心がある

48.0%

ある程度関心が

ある

36.9%

あまり関心がない
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関心がない
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図資料 2- 22 脱炭素社会の認知度 

 

 

図資料 2- 23 カーボンニュートラル宣言の認知度 

 

知っていた

38.4%

言葉だけ

知っていた
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知らなかった
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図資料 2- 24 気候変動の影響に対する認識 

 

 

図資料 2- 25 気候変動の影響を感じている事柄 
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（８）意識調査②：生活意識と脱炭素に関する設問 

二酸化炭素の削減活動に対する取組は「積極的に取り組みたい」または「ある程度取り

組みたい」とした回答が全体の 83.3％を占めており、大多数の町民が取組を肯定的にとら

えていると考えられます（図資料 2- 26）。 

一方、脱炭素に寄与する取組をについて「積極的に実践している」「ある程度実践してい

る」とした回答は 46.5％であり、取組意欲が実践まで結びついていないことが分かります

（図資料 2- 27）。 

今後実践してみたい取組としては「軽装や重ね着による冷暖房の適切な使用」や「こま

めな消灯などの電力使用量の削減」のような費用負担の少ない取組への回答が多かったで

す。（図資料 2- 28）。 

 

 

図資料 2- 26 二酸化炭素削減活動への取組意欲 
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図資料 2- 27 脱炭素に寄与する行動の実践 

 

 

図資料 2- 28 実践してみたい脱炭素社会実現に向けた取組 
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（９）意識調査③：政策・地域と脱炭素に関する設問 

国・県・市町村が実施する脱炭素に関する政策に対して「非常に関心がある」「やや関心

がある」とした回答は 74.0％で、前述の設問と同様に脱炭素に対する関心が一般にも広ま

ってきていることが分かります（図資料 2- 29）。 

地域で再エネの導入や省エネの推進を実施することに対しては 68.7％が「賛成」または

「どちらかといえば賛成」と回答しており、脱炭素政策に対して総体的には好意的な印象

を持たれていると考えられます（図資料 2- 30）。 

居住地域は環境に配慮していると感じているかという設問に対しては「どちらともいえ

ない」とした回答が 54.5％と半数を超えているため（図資料 2- 31）、町民が実感できるほ

どの地域脱炭素の取組は展開されていないと考えられます。 

地域に再エネ設備が増えることをどう感じるかという設問に対しては「好ましい」また

は「どちらかといえば好ましい」とした回答と、「どちらかといえば好ましくない」または

「好ましくない」とした回答が拮抗しています（図資料 2- 32）。前述の地域で再エネの導

入や省エネの推進を実施することへの賛否（図資料 2- 30）と比べると消極的な回答の割合

が高く、昨今の情勢を踏まえて地域と共生する再エネ設備の導入が望まれます。 

脱炭素社会が実現したら自分の生活が「良くなる」または「少し良くなる」と思うとし

た回答が 48.9％（図資料 2- 33）、子どもや次世代のために脱炭素社会を目指すべきだと「そ

う感じる」または「そう感じる」とした回答が 69.2％（図資料 2- 34）となっており、脱炭

素政策の重要性が一般でも認識されつつあると考えられます。 

 

 

図資料 2- 29 脱炭素政策に対する関心 
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図資料 2- 30 地域で再エネ導入や省エネ推進することへの賛否 

 

 

図資料 2- 31 居住地域は環境に配慮していると感じるかどうか 
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図資料 2- 32 地域に再エネ設備が増えることをどう感じるか 

 

 

図資料 2- 33 脱炭素社会が実現したら自分の生活はどうなると思うか 
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図資料 2- 34 子どもや次世代のために脱炭素社会を目指すべきか 
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３．事業者アンケート調査の結果 

（１）回答者の属性 

回答者の業種は卸売・小売・サービス業が 34.8％で最も割合が大きく、次いで建設業が

16.7％、農林水産業と教育・医療・福祉業が 13.6％となりました（図資料 2- 35）。 

従業員数は 53.0％が 1～4 人で、100 人以上の事業者はいませんでした（図資料 2- 36）。 

回答者の所在地は上北町域が 42.4％、東北町域が 57.6％でした（図資料 2- 37）。 

 

 

図資料 2- 35 回答者の業種 
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図資料 2- 36 回答者の従業員数 

 

 

図資料 2- 37 回答者の所在地 
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（２）光熱費 

 回答者の年間の電気代、灯油代、LP ガス代はそれぞれ、図資料 2- 38、図資料 2- 39、図

資料 2- 40 のようになりました。業種や規模による差が大きいと考えられ、それぞれの業種

または事業者に合わせた脱炭素の施策を展開していく必要があるといえます。 

 

 

図資料 2- 38 回答者の年間の電気代 
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図資料 2- 39 回答者の年間の灯油代 

 

 

図資料 2- 40 回答者の年間の LP ガス代 
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（３）脱炭素の取組を実施しているか 

回答者のうち脱炭素の取組を実施しているのは 33.3％でした（図資料 2- 41）。また、従

業員数 20 人未満の場合は取組を実施している事業者は 32.1％でしたが、20 人以上の事業

者では 44.4％となり、規模の大きな事業者の方が取組を実施できていることが分かりまし

た（図資料 2- 42）。 

 

 

図資料 2- 41 回答者の脱炭素の取組実施状況 
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図資料 2- 42 回答者の脱炭素の取組実施状況（従業員数別） 
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（４）実施している取組内容・理由 

取組を実施していると回答した事業者が実際に取り組んでいる内容は、調光型 LED 照明

が 63.6％と抜きんでて高く、次いで高効率給湯器と薪ストーブが 13.6％となりました（図

資料 2- 43）。 

取組を実施している理由は「経費削減」が 86.4％で最も高く、次いで「環境負荷低減・

地球温暖化対策」が 45.5％となりました（図資料 2- 44）。 

一方、取組を実施する上での課題としては「費用がかかる」が 63.6％で最も高く、初期

費用が課題になっていると考えられます（図資料 2- 45）。 

今後の取組意向は「現状を維持したい」が 45.5％で最も高く、次いで「取り組みを増や

したい」が 36.4％となりました。「取り組みを減らしたい・やめたい」と回答した事業者は

いませんでした（図資料 2- 46）。 

 

 

図資料 2- 43 脱炭素の取組の実施内容 
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図資料 2- 44 脱炭素の取組の実施理由 

 

 

図資料 2- 45 脱炭素の取組を実施する上での課題 
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図資料 2- 46 今後の取組意向 
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（５）取組を実施していない理由 

取組を実施していない理由は「費用がかかる」が 63.6％と最も高く、取組を実施してい

る事業者の課題と同様ですが、「詳しい人がいない・情報不足」が 29.5％で 2 番目に高くな

っており、費用負担以外にも人材・情報不足が取組を実施する上での課題になっていると

考えられます（図資料 2- 47）。 

今後の取組意向では「取り組みを始めたい」が 15.9％であり、取組実施に係る課題を解

決することが重要になるといえます（図資料 2- 48）。 

 

 

図資料 2- 47 脱炭素の取組を実施していない理由 

 

 

図資料 2- 48  今後の取組意向 
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（６）今後導入したい再エネ・省エネ設備に関する質問 

 今後導入したい再エネ・省エネ設備は調光型 LED 設備が 22.7％で最も高く、次いで太陽

光発電設備が 21.2％でした（図資料 2- 49）。 

 また事業所のリフォーム予定では「窓の断熱」または「壁の断熱」と回答した事業者が

4.5％でした（図資料 2- 50）。 

 

 

図資料 2- 49 今後 5 年以内に導入したい再エネ・省エネ設備 

 

 

図資料 2- 50 今後 5 年以内の事業所のリフォーム予定 
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（７）意識調査①：基本認識・知識に関する設問 

 回答者のうち「脱炭素」や「カーボンニュートラル」という言葉を聞いたことがあるの

は全体の 97％に及びました。意味を理解しているのは 57.5％で、意味まで周知していくこ

とが重要であるといえます（図資料 2- 51）。 

 地球温暖化の原因として「二酸化炭素（CO2）の増加」が 83.3％で最も多かったものの、

二酸化炭素と同様に温室効果ガスである「メタンガスの増加」については 30.3％でした。

また地球温暖化に直接関係のない「オゾン層の破壊」も 50.0％になりました（図資料 2- 52）。

地球温暖化のメカニズムを正しく周知するとともに、産業分野では二酸化炭素以外の温室

効果ガスが排出される業種も多いため、メタンガスなど二酸化炭素以外の温室効果ガスの

存在とその対処法を広く周知していく必要があると考えられます。 

 カーボンニュートラル宣言を知っていると回答したのは 40.9％でした（図資料 2- 53）。 

 自社の事業に対する地球温暖化の影響について、すでに影響を感じているのが 51.5％と

最も高くなりました。また今後影響が表れると考えているのも 39.4％となりました（図資

料 2- 54）。 

 地球温暖化や気候変動に対して「非常に不安」または「少し不安」と回答したのは 85.5％

で、大半の事業者で地球温暖化による事業への影響を不安視していることが分かりました

（図資料 2- 55）。 

 

 

図資料 2- 51 「脱炭素」や「カーボンニュートラル」という言葉を聞いたことがあるか 

 

聞いたことがあり、意

味をよく知っている

13.6%

聞いたことがあり、意味を

何となく知っている

43.9%

聞いたことはあるが、

意味は分からない

39.4%

聞いたことがない

3.0%

未回答

0.0%

「脱炭素」や

「カーボンニュートラル」

の認知度



東北町地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

資-41 

 

 

図資料 2- 52 地球温暖化の原因 

 

 

図資料 2- 53 カーボンニュートラル宣言の認知度 
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図資料 2- 54 自社の事業に対する影響 

 

 

図資料 2- 55 地球温暖化や気候変動にどの程度の不安を感じるか 
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（８）意識調査②：経営意識と脱炭素に関する設問 

自社の温室効果ガス排出量は、87.9％の事業者が把握していないことがわかりました。

一方、31.8％が把握していないものの関心があると回答しました（図資料 2- 56）。 

エネルギー使用量や料金を「意識している」「少し意識している」と回答したのは 84.9％

となっています（図資料 2- 57）。 

再エネ由来の電力の使用については「すでに利用している」とした回答が 1.5％だったも

のの、77.3％が「使用してみたいが費用面などが不安だ」と回答としており、関心はあるも

のの費用負担等の理由により使用するまでは至っていないことが分かります（図資料 2- 

58）。 

9.1％の事業者で環境対応を要求されたことがあると回答しており（図資料 2- 59）、大手

企業を中心に進められている脱炭素推進の動きが、東北町にも及び始めているものと考え

られます。 

また 16.7％の事業者が環境に関する情報提供を受けたことがあると回答しました（図資

料 2- 60）。 

設備更新時に補助金・助成金を「よく活用している」または「たまに活用している」と

回答したのは 30.3％で（図資料 2- 61）、そのような補助金・助成金の情報は「商工会・商

工会議所」から得ているとした回答が 42,4％で最も多く、次いで「自治体の窓口」が 34.8％、

「インターネット」が 27.3％と続きました（図資料 2- 62）。 

今度設備更新や新設を行う際に環境性能を「強く重視する」または「少し重視する」と

した回答が 84.9％でした（図資料 2- 63）。 

以上から、温室効果ガス排出量の把握や再エネ電力の利用など、脱炭素に関わる事柄に

対して関心はあるものの、費用面などの理由により実行にまで至っていない状況であると

考えられます。 

今後、取引先から環境対応を要求されるなどにより脱炭素の取組の有無が経営に影響を

及ぼすようになると、取組を強化する事業者が増えるものと考えられます。この際、事業

者が情報源としている自治体の窓口や商工会から脱炭素の取組に関する情報を積極的に

提供することが重要になると考えられる。 
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図資料 2- 56 自社の温室効果ガス排出量の把握状況 

 

 

図資料 2- 57 自社のエネルギー使用量や料金を意識するか 
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図資料 2- 58 再エネ由来の電力の使用意向 

 

 

図資料 2- 59 環境対応を要求されたことはあるか 
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図資料 2- 60 業界団体や同業者から環境に関する情報提供を受けたことはあるか 

 

 

図資料 2- 61 設備更新等の際に補助金・助成金を活用するか 
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図資料 2- 62 行政が実施する各種支援制度の情報源 

 

 

 

図資料 2- 63 今後設備更新や新設を行う際に環境性能を重視するか 
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（９）意識調査③：政策・地域と脱炭素に関する設問 

 脱炭素政策に「非常に関心がある」「やや関心がある」と回答した事業者が 86.4％で、事

業者が脱炭素に高い関心があることがうかがえます（図資料 2- 64）。 

 地域で脱炭素を進めることに対しては「賛成」または「どちらかといえば賛成」とした回

答が 75.7％だった （図資料 2- 65）一方、地域に再エネ設備が増えることに対して「好まし

い」または「どちらかといえば好ましい」とした回答が 34.9％にとどまっている （図資料 2- 

66）ことから、地域と共生することを強く意識した再エネ導入が重要になるものと考えら

れます。 

 

 

図資料 2- 64  脱炭素政策に対する関心 
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図資料 2- 65 地域での脱炭素推進 

 

 

図資料 2- 66 地域での再エネ設備の導入 
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４．アンケート調査のまとめ 

（１）町民アンケート 

町民アンケート調査の結果を踏まえ、以下のような施策が考えられます。 

 

・補助事業の周知徹底と利用促進 

再生可能エネルギーや省エネ設備の導入に関心があるにもかかわらず、補助事業の存在

を知らない町民が約 2 割いることから、広報活動の強化が必要です。各世代へ分かりやす

い情報提供を行い、自治体のウェブサイトや広報紙、地域イベントなど多様な媒体を活用

して補助事業の周知を図ることで、利用率の向上を目指します。 

 

・地域と共生した再エネ・省エネ設備の導入支援 

再エネ設備の導入に対する賛否が拮抗していることから、地域住民の理解と合意形成を

重視した導入プロセスが求められます。住民説明会や意見交換会を開催し、地域の実情に

合った設備導入を進めるとともに、共生のためのルール作りや景観・騒音対策等にも配慮

します。 

 

・啓発活動の強化 

子どもや次世代のために脱炭素社会を目指すべきだと考える町民が多いことから、学校

や地域での環境教育、次世代向けイベントの開催など、未来を担う世代への啓発活動を強

化します。 

  



東北町地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

資-51 

 

（２）事業者アンケート 

事業者アンケート調査の結果を踏まえ、以下のような施策が考えられます。 

 

・補助事業の周知徹底と利用促進 

省エネ・再エネ設備の導入に関心を持つ事業者がいる一方で、補助事業の存在や内容を

十分に把握していない事業者も見受けられます。自治体のウェブサイトや広報紙、業界団

体との連携など、多様な媒体を活用し、わかりやすい情報提供を行うことで、補助事業の

認知度向上と利用促進を図ります。 

 

・啓発活動の強化 

事業者自身も環境配慮や脱炭素社会の実現を次世代に繋げたいという意識が高まってい

ます。従業員向けの環境教育や、地域と連携した次世代育成イベントの開催など、未来を

担う世代への啓発活動を強化します。 
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資料３ 省エネ診断結果 
令和 7（2025）年に実施した本庁舎（診断日：9 月 8 日）、上北中学校（診断日：9 月 11

日）、上北水系浄水場 （診断日：9 月 2 日）、小川原湖交流センター 「宝湖館」 （診断日：9 月

10 日）、JA ゆうき青森 （診断日：9 月 11 日）の省エネ診断報告書の内容は以下のとおりで

す。 

１．東北町役場庁舎 
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２．上北小学校 
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３．上北水系浄水場 
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４．小川原湖交流センター「宝湖館」 
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５．JA ゆうき青森 
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資料４ 東北町地球温暖化対策推進協議会設置要綱 
 

（設置） 

第１条 東北町における地球温暖化対策を推進するため、地球温暖化対策の推進に関する

法律（平成１０年法律第１１７号。以下「法」という。）第２２条第１項に基づき、東北町

地球温暖化対策推進協議会（以下「推進協議会」という。）を設置する。 

 

（構成） 

第２条 推進協議会は、委員１５人以下をもって構成する。 

２ 委員は、法第２２条第２項に規定する者のうちから町長が委嘱する。 

３ 協議会に委員長を置き、委員の互選によって定める。 

４ 委員長が不在のときには、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。 

 

 （委嘱期間） 

第３条 委員の委嘱期間は、委嘱の日から２年間とする。ただし、補欠委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

２ 委員は再任することができる。 

 

 （所管事項） 

第４条 推進協議会は、法第２１条に規定された地方公共団体実行計画（区域施策編）の策

定等に係る協議を行う。 

２ 法第２１条に規定された地方公共団体実行計画（区域施策編）の進捗状況の管理および

評価に関すること。 

３ 前各項に定めるもののほか、地球温暖化対策の推進に関すること。 

 

 （会議） 

第５条 推進協議会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 推進協議会は、委員以外の者に会議への出席を求め、意見および説明を聴取することが

できる。 

 

 （庶務） 

第６条 推進協議会の庶務は、保健衛生課において処理する。 

 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は町長が定め

る。 

 

   附 則 

 

 この要綱は、令和７年８月１日から施行する。 
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資料５ 東北町地球温暖化対策推進協議会委員名簿 
委嘱期間 ： 令和７(2025)年９月１日から令和９(2027)年８月３１日まで 

 

 

 

アドバイザー 

 

 

事務局 

 

 

オブザーバー 

 

氏名役職所属No

重 浩一郎准 教 授八戸工業高等専門学校1

洞 内 謙 悦所 長中部上北広域事業組合 中部上北清掃センター2

中 村 章 二会 長東北町商工会3

蛯 沢 正 勝組 合 長東北町森林組合4

髙 松 康 彦営農経済部長ゆうき青森農業協同組合5

蛯 名 隆 教支 店 長十和田おいらせ農業協同組合6

浦 部 威 夫支 店 長青森みちのく銀行 上北町支店7

佐々木 啓太組 合 長東北町建築組合8

沢 田 襛組 合 長おがわらこ温泉旅館組合9

氏名役職所属No

泉 陽 子主 幹青森県環境エネルギー部 エネルギー・脱炭素政策課1

氏名役職所属No

和 田 俊 光課 長東北町役場 保健衛生課1

新 山 貴 光課長補佐東北町役場 保健衛生課2

中野渡 正也主任主査東北町役場 保健衛生課3

氏名役職所属No

大 杉 樹課長補佐東北町役場 企画課1

大島 真奈美主任主査東北町役場 企画課2
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